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クレジット等」の利用は，電気事業者の場合と同様に，

「実排出係数（調整前）」および「調整後排出係数」が

生じる事になるが，この点も含め具体的算定方法の公

表を待ちたい。

３．省エネ法の原単位の計算に使用するエネ

ルギー量

省エネ法ではエネルギー消費原単位（単位生産量等

当たりの原油換算エネルギー消費量）を求め，事業者

全体で原単位年平均（５年度間）で１%以上の低減を

目標とすることになっている。

【改正省エネ法】原単位計算のためのエネルギー

消費量（原油換算，kL）

＝エネルギー使用量−販売した副生エネルギー

の量

　本年６月末までに報告した「定期報告書」で

は，「自らの生産に寄与しない量」を控除出来た

が，改正省エネ法での報告から控除できない。

【従来】原単位計算のためのエネルギー消費量（原

油換算，kL）

＝エネルギー使用量-販売副生エネルギー等の量

ここで，販売副生エネルギー等の量=販売した量

＋自らの生産に寄与しない量

温対法では「自らの生産に寄与しない量」も従来か

らエネルギー起源CO2排出量算定対象であるので，来

年の報告から原単位計算のためのエネルギーとCO2算

定対象のエネルギーが一致することになった。

エネルギー起源CO2排出量

＝エネルギーの使用に基づくCO2排出量の合計−

　販売した量に相当するCO2排出量

４．練習問題

【練習問題】　都市ガス使用量は712千Nm3，温水

10,628GJ及び，電気3,782千kWh（一般電気事業

者A社から昼間のみ）の供給を受けている事務所

ビルの省エネ法のエネルギー使用量と温対法の調

整前エネルギー起源のCO2排出量を求めよ。

　なお，供給を受けたエネルギーは全てビル内で

消費され，「販売した副生エネルギーの量」に該

当するエネルギーはない。また，ガス供給会社

より都市ガスの発熱量として44.8GJ/千Nm3の報

告を得ており，国が公表したA社の実排出係数は，

0.000 456tCO2/kWhであった。

【解答】　省エネ法エネルギー使用量

・都市ガス（報告値）：712×44.8＝31,898GJ

・電気（報告値）：3,782×9.97＝37,707GJ

・温水（報告値）：10,628×1.36＝14,454GJ

エネルギー使用量（報告値）＝

　31,898＋37,707＋14,454＝84,059GJ

原油換算エネルギー使用量（報告値）＝

　84,059×0.0258＝2,169kl

　（報告値は，小数第１位を四捨五入した整数値）

【解答】　省エネ法CO2排出量

・都市ガス：

　　712×44.8×0.0138×（44/12）＝1,614.01856

・電気：3,782,000×0.000456＝1,724.592

・温水：10,628×0.057＝605.796

CO2排出量＝

　1,614.018 56＋1,724.592＋605.796＝3,944.406 56

　都市ガス及び電気の使用に伴う排出量の有効

桁数は３桁，熱の使用に伴う排出量の有効桁数

は２桁であるため，いずれも十の位まで有効と

なるので，一の位の４を四捨五入する。

　 エ ネ ル ギ ー 起 源 のCO2排 出 量 の 報 告 値 は，

3,940t-CO2となる。

次回は，ボイラ等のエネルギー設備を例に，省エネ

法定期報告書で報告する数値を導き，それらの設備か

ら発生するエネルギー起源以外の温室効果ガスの計算

例も示す。

（注１）標準状態（温度０℃，圧力101.3kPa）における体積の
単位（立方メートル）。本連載では「温室効果ガス排出量算定・
報告マニュアル」（環境省・経済産業省）の表記を準用する。
JISではm3

Nと表記する。


